
３９ 
 

 

 

令
和
三
年
二
月
九
日
提
出 

質

問

第

三

九

号 

       
 
 

中
国
に
よ
る
ウ
イ
グ
ル
人
へ
の
人
権
侵
害
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

   

提 

出 

者 
 

松

原

 

仁 

 
 



 

１ 

 

 
 
 

中
国
に
よ
る
ウ
イ
グ
ル
人
へ
の
人
権
侵
害
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

中
国
の
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
に
つ
い
て
は
、
各
国
の
調
査
機
関
や
複
数
の
人
権
団
体
か
ら
百
万
人
以
上
の
ウ
イ
グ
ル
人
等

が
再
教
育
キ
ャ
ン
プ
に
強
制
収
容
さ
れ
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
ウ
イ
グ
ル
人
に
対
す
る
「
中
国
化
」
の
洗
脳
教
育
や
、
一
部
で
強

制
労
働
が
行
わ
れ
て
い
る
と
国
際
社
会
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
一
八
年
夏
、
国
際
連
合
人
種
差
別
撤
廃
委
員
会
は
百
万

人
の
ウ
イ
グ
ル
人
が
強
制
収
容
所
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
報
告
、
二
○
一
九
年
に
は
国
際
調
査
報
道
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
連
合

は
、
同
地
区
の
収
容
キ
ャ
ン
プ
の
実
態
が
詳
述
さ
れ
た
中
国
政
府
の
内
部
文
書
を
公
表
し
て
い
る
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
戦
略
政

策
研
究
所
は
ウ
イ
グ
ル
人
が
強
制
収
容
所
か
ら
中
国
各
地
の
工
場
に
送
ら
れ
て
い
る
と
分
析
・
報
告
し
て
お
り
、
米
国
メ
デ
ィ

ア
も
衛
星
写
真
な
ど
を
も
と
に
収
容
施
設
内
で
工
場
が
増
設
さ
れ
た
と
報
じ
て
い
る
。
米
国
シ
ン
ク
タ
ン
ク
や
非
政
府
組
織
な

ど
は
中
国
が
多
数
の
ウ
イ
グ
ル
人
を
綿
花
栽
培
な
ど
で
強
制
的
に
働
か
せ
て
い
る
と
主
張
し
て
い
る
が
、
中
国
政
府
は
一
貫
し

て
強
制
労
働
を
否
定
し
て
い
る
。 

 

英
国
と
カ
ナ
ダ
は
本
年
一
月
十
二
日
、
中
国
の
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
で
強
制
労
働
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
た
製
品
の
輸
入
を

阻
止
す
る
た
め
の
厳
格
な
新
規
則
を
発
表
し
た
。
英
国
の
ド
ミ
ニ
ク
・
ラ
ー
ブ
外
相
は
、
「
こ
の
一
連
の
施
策
は
、
政
府
・
民

間
を
問
わ
ず
い
か
な
る
英
国
の
組
織
も
、
意
図
的
か
過
失
に
よ
る
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
新
疆
で
行
わ
れ
て
い
る
ウ
イ
グ
ル
人
や



 

２ 

 

他
の
少
数
民
族
へ
の
人
権
侵
害
か
ら
、
利
益
を
得
る
こ
と
も
、
ま
た
こ
れ
を
幇
助
す
る
こ
と
も
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
目
的

で
あ
る
」
と
述
べ
た
。
英
国
の
プ
リ
テ
ィ
・
パ
テ
ル
内
務
大
臣
は
、
「
企
業
と
公
共
団
体
は
、
か
つ
て
な
い
ほ
ど
警
戒
を
強

め
、
不
注
意
に
よ
っ
て
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
に
強
制
労
働
が
入
り
込
ま
な
い
よ
う
確
実
に
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
述
べ
た
。
カ

ナ
ダ
の
フ
ラ
ン
ソ
ワ
＝
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
シ
ャ
ン
パ
ー
ニ
ュ
外
務
大
臣
は
、
「
英
国
と
と
も
に
、
新
疆
の
ウ
イ
グ
ル
人
イ
ス
ラ
ム

教
徒
へ
の
人
権
侵
害
に
私
た
ち
が
決
し
て
加
担
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
施
策
を
講
じ
る
」
と
述
べ
た
。 

 

米
国
は
本
年
一
月
十
三
日
、
強
制
労
働
の
情
報
が
あ
る
と
し
て
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
で
生
産
さ
れ
た
綿
製
品
と
ト
マ
ト
製

品
の
輸
入
を
禁
止
す
る
と
発
表
し
た
。
米
国
国
土
安
全
保
障
省
の
ケ
ン
・
ク
チ
ネ
リ
副
長
官
代
理
は
声
明
の
な
か
で
、
「
国
土

安
全
保
障
省
は
、
米
国
の
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
に
い
か
な
る
形
の
強
制
労
働
が
入
り
込
む
こ
と
も
許
さ
な
い
」
と
明
確
に
し

た
。 

 

さ
ら
に
米
国
は
本
年
一
月
十
九
日
、
事
実
を
慎
重
に
検
証
し
た
結
果
、
中
国
が
ウ
イ
グ
ル
人
イ
ス
ラ
ム
教
徒
に
対
し
て
ジ
ェ

ノ
サ
イ
ド
（
民
族
大
量
虐
殺
）
と
人
道
に
対
す
る
罪
を
犯
し
て
い
る
と
認
定
し
た
と
発
表
し
た
。
マ
イ
ク
・
ポ
ン
ペ
オ
国
務
長

官
（
当
時
）
は
声
明
の
中
で
、
「
第
二
次
世
界
大
戦
の
終
わ
り
の
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
裁
判
は
人
道
に
対
す
る
罪
を
犯
し
た
者
た

ち
を
起
訴
し
た
が
、
い
ま
同
じ
罪
が
新
疆
で
犯
さ
れ
て
い
る
」
「
私
た
ち
は
沈
黙
し
な
い
。
も
し
も
中
国
共
産
党
が
自
国
民
に
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対
し
て
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
と
人
道
に
対
す
る
罪
を
犯
す
こ
と
が
許
さ
れ
た
な
ら
ば
、
さ
ほ
ど
遠
く
な
い
将
来
、
自
信
を
つ
け
て
大

胆
に
な
っ
た
同
党
が
自
由
世
界
に
対
し
て
な
に
を
行
っ
て
く
る
か
想
像
し
て
ほ
し
い
」
と
述
べ
た
。
後
任
の
ア
ン
ト
ニ
ー
・
ブ

リ
ン
ケ
ン
国
務
長
官
は
本
年
一
月
二
十
七
日
の
記
者
会
見
で
、
「
ウ
イ
グ
ル
人
に
対
し
て
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
が
行
わ
れ
た
と
の
認

識
は
そ
の
ま
ま
で
、
変
わ
っ
て
い
な
い
」
と
述
べ
た
。 

 

英
国
放
送
協
会
（
Ｂ
Ｂ
Ｃ
）
は
本
年
二
月
三
日
、
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
の
収
容
所
で
ウ
イ
グ
ル
人
女
性
が
組
織
的
に
強
姦

さ
れ
拷
問
さ
れ
て
い
る
と
報
じ
、
被
害
者
女
性
や
元
職
員
の
詳
細
な
証
言
を
紹
介
し
た
。 

 

こ
う
し
た
な
か
本
職
は
、
ウ
イ
グ
ル
人
へ
の
人
権
侵
害
に
対
す
る
日
本
政
府
の
非
難
が
諸
外
国
で
報
道
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

に
、
危
惧
の
念
を
抱
い
て
い
る
。
平
和
を
維
持
し
、
専
制
と
隷
従
、
圧
迫
と
偏
狭
を
地
上
か
ら
永
遠
に
除
去
し
よ
う
と
努
め
て

い
る
国
際
社
会
に
お
い
て
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
や
人
道
に
対
す
る
罪
に
沈
黙
し
た
な
ら
ば
、
我
が
国
の
地
位
は
地
に
墜
ち
る
。
ポ

ン
ペ
オ
前
国
務
長
官
が
述
べ
た
よ
う
に
、
自
信
を
つ
け
て
大
胆
に
な
っ
た
中
国
共
産
党
が
今
後
我
が
国
に
対
し
て
取
る
行
動
に

つ
い
て
も
、
深
く
憂
慮
し
て
い
る
。 

 

そ
こ
で
以
下
お
尋
ね
す
る
。 

一 

新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
の
人
権
状
況
に
つ
い
て
政
府
の
認
識
如
何
。 
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二 

昨
年
十
月
、
日
本
を
含
む
三
十
九
か
国
が
国
連
総
会
に
お
い
て
、
中
国
に
よ
る
人
権
侵
害
を
非
難
す
る
共
同
声
明
を
発
表

し
、
チ
ベ
ッ
ト
、
新
疆
、
及
び
香
港
に
お
け
る
人
権
の
状
況
に
つ
い
て
深
刻
な
懸
念
を
表
明
す
る
と
と
も
に
、
特
に
チ
ベ
ッ

ト
人
と
ウ
イ
グ
ル
人
の
人
権
を
尊
重
す
る
よ
う
中
国
に
対
し
求
め
て
い
る
。 

 
 

政
府
は
こ
れ
ま
で
に
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
の
人
権
状
況
に
つ
い
て
中
国
に
い
か
な
る
働
き
か
け
を
行
っ
た
か
、
あ
る
い

は
、
今
後
、
ど
の
よ
う
な
働
き
か
け
を
行
う
計
画
で
あ
る
か
。 

三 

強
制
労
働
に
関
す
る
条
約
（
昭
和
七
年
批
准
）
で
定
義
さ
れ
た
強
制
労
働
に
よ
っ
て
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
で
生
産
さ
れ

た
製
品
が
我
が
国
に
輸
入
さ
れ
、
結
果
と
し
て
人
権
侵
害
を
助
長
す
る
事
態
を
防
ぐ
た
め
、
政
府
は
い
か
な
る
措
置
を
講
じ

た
か
。 

四 

米
国
は
ウ
イ
グ
ル
人
へ
の
人
権
侵
害
に
関
わ
っ
た
と
し
て
、
中
国
共
産
党
幹
部
や
中
国
企
業
を
制
裁
対
象
に
指
定
し
て
い

る
が
、
政
府
は
制
裁
対
象
者
と
の
取
引
に
つ
い
て
我
が
国
の
金
融
機
関
に
い
か
な
る
指
導
を
行
っ
た
か
。 

 

右
質
問
す
る
。 


